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ＴＯＫＯニュースレター 

Ｖｏｌ．７８/201７年４月号 

発行日：201７年４月２６日 

 

 

Ⅰ．最新情報（201７年３月１日～201７年３月３１日） 

１．一般会計（会計制度委員会） 

ＣＰＡ協会 

ＨＰ掲載日 
種類 タイトル 内  容 適用時期等 

２０１７年 

３月１５日 

意見 「企業会計基準等

に関する適用後レ

ビューの計画策定

についての意見の

募集」に対する意

見について 

平成 29 年１月 12 日に企業会計基準委員会から「企業会計基準

等に関する適用後レビューの計画策定についての意見の募集」が

公表され、広く意見が求められました。 

日本公認会計士協会（会計制度委員会）では、この意見募集に対

する意見を取りまとめ、平成 29 年３月 13 日付けで企業会計基

準委員会に提出いたしましたのでお知らせします。 

－ 

2017 年 3 月

17 日 

実 務

指針 

税効果会計に関す

るＱ＆Ａの改正に

ついて 

日本公認会計士協会（会計制度委員会）では、平成 29 年１月

17 日に開催された常務理事会の承認を受けて、平成 29 年３月

16 日付けで、税効果会計に関するＱ＆Ａを改正しましたのでお

知らせいたします。 

本改正は、企業会計基準委員会から平成 29 年３月 16 日付けで

公表された企業会計基準第 27 号「法人税、住民税及び事業税等

に関する会計基準」に対応するため、所要の見直しを行ったもの

です。 

― 

2017 年 3 月

27 日 

意見 「連結財務諸表の

用語、様式及び作

成方法に関する規

平成 29 年３月２日に金融庁から「連結財務諸表の用語、様式及

び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会

計の基準を指定する件」等の一部改正（案）が公表され、広く意

― 

桜の満開時期も過ぎ去り、ちょっと肌寒い時がありますが、過ごしやすい季節となりました。

これから GW も控え心がウキウキしてきます。メリハリをつけ仕事に休みに精を出したいと思い

ます。 
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則に規定する金融

庁長官が定める企

業会計の基準を指

定する件」等の一

部改正（案）に対

する意見について 

見が求められました。 

日本公認会計士協会（会計制度委員会）では、この公開草案に対

する意見を取りまとめ、平成 29 年３月 15 日の常務理事会の承

認を得て、３月 27 日付けで金融庁に提出いたしましたのでお知

らせします。 

 

 

２．IFRS 関係（会計制度委員会） 

特になし 

 

３．学校法人会計（学校法人委員会） 

 特になし 

 

４．非営利・公会計（非営利法人委員会、公会計委員会） 

ＣＰＡ協会 

ＨＰ掲載日 
種類 タイトル 内  容 適用時期等 

２０１７年 

３月２３日 

意見 「ＮＰＯ法人会計

基準の改正に関す

る公開草案」に対

する意見の提出に

ついて 

平成 29 年１月 20 日付けでＮＰＯ法人会計基準協議会から「Ｎ

ＰＯ法人会計基準の改正に関する公開草案」が公表され、広く意

見が求められました。 

日本公認会計士協会（非営利法人委員会）では、本公開草案に対

する意見を取りまとめ、平成 29 年３月 17 日付けでＮＰＯ法人

会計基準協議会に提出いたしましたので、お知らせします。 

－ 
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2017 年 3 月

２８日 

実 務

指針 

「非営利法人委員

会実務指針第 39

号『医療法人の計

算書類に関する監

査上の取扱い及び

監査報告書の文

例』」及び「公開

草案に対するコメ

ントの概要及び対

応」の公表につい

て 

日本公認会計士協会（非営利法人委員会）は、平成 29 年３月

15 日に開催された常務理事会の承認を受けて、非営利法人委員

会実務指針第 39 号「医療法人の計算書類に関する監査上の取扱

い及び監査報告書の文例」を、平成 29 年３月 28 日付けで公表

いたしましたので、お知らせします。 

本実務指針は、平成 27 年９月の医療法の改正により、一定規模

以上の医療法人及び社会医療法人には、平成 29 年４月２日以降

開始する会計年度から公認会計士又は監査法人による監査を受

けることが義務付けられたことを受けて、会員が医療法に基づく

監査を行うに当たっての留意点について検討を行い、取りまとめ

たものです。 

また、今回の医療法の改正により地域医療連携推進法人制度が創

設され、地域医療連携推進法人についても、公認会計士又は監査

法人による監査を受けることが求められています。地域医療連携

推進法人の会計基準等の諸規則は厚生労働省から順次公表され

ており、その動向を踏まえつつ、当協会としても実務指針の取り

まとめ等の対応を行う予定です。 

本実務指針の取りまとめに当たっては、平成 29 年１月 27 日か

ら平成 29 年２月 28 日までの間、草案を公開し、広く意見を求

めました。公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応

も併せて公表いたします。 

2017年４月２

日以降に開始す

る会計年度に対

して行われる監

査から適用 

2017 年 3 月

2８日 

研 究

報告 

非営利法人委員会

研究報告第 23 号

「公益法人の財務

諸表等の様式等に

関するチェックリ

スト（平成 20 年

基準）」の改正に

ついて 

日本公認会計士協会（非営利法人委員会）は、平成 29 年３月

15 日に開催された常務理事会の承認を受けて、『非営利法人委

員会研究報告第 23 号「公益法人の財務諸表等の様式等に関する

チェックリスト（平成 20 年基準）」の改正について』を平成

29 年３月 28 日付けで公表いたしましたので、お知らせします。 

本研究報告は、公益法人が作成した財務諸表（貸借対照表、正味

財産増減計算書及びキャッシュ・フロー計算書）及び附属明細書

並びに財産目録の様式等が「公益法人会計基準」（平成 20 年４

月 11 日 平成 21 年 10 月 16 日改正、内閣府公益認定等委員

会）等に準拠しているか否かを確かめるために使用するもので

す。 

今般、内閣府公益認定等委員会により公表された「公益法人の会

計に関する諸課題の検討状況について」（平成 27 年３月 26 日）

及び「公益法人の会計に関する諸課題の検討結果について」（平

成 28 年３月 23 日）を踏まえた改正を行っております。 

― 
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2017 年 3 月

27 日 

公 開

草案 

「「地方独立行政

法人会計基準｣及

び｢地方独立行政

法人会計基準注

解｣に関するＱ＆

Ａ」並びに「「地

方独立行政法人会

計基準｣及び｢地方

独立行政法人会計

基準注解｣に関す

るＱ＆Ａ【公営企

業型版】」（公開

草案）の公表につ

いて 

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るた

めの関係法律の整備に関する法律（第六次地方分権一括法）」（平

成 28 年５月 13 日成立、平成 28 年５月 20 日公布）に基づく

「地方独立行政法人会計基準」及び「地方独立行政法人会計基準

注解」（以下、「地方独立行政法人会計基準」という。）の改訂

案が、総務省地方独立行政法人会計基準等研究会（平成 29 年２

月 21 日開催）において承認されました。 

これを受けて、地方独立行政法人会計基準の実務上の留意点を定

める「「地方独立行政法人会計基準｣及び｢地方独立行政法人会計

基準注解｣に関するＱ＆Ａ」並びに「「地方独立行政法人会計基

準｣及び｢地方独立行政法人会計基準注解｣に関するＱ＆Ａ【公営

企業型版】」について、総務省自治行政局、同省自治財政局及び

日本公認会計士協会の三者で改訂に向けた検討を行い、この度一

応の検討を終えたため、公開草案として公表し広く意見を求める

ことといたしました。 

今般改訂された地方独立行政法人会計基準では、主に公立大学法

人について、他法人への出資、債券の発行、大学附属の学校の設

置及び設立団体以外の者からの長期借入を行うことが可能とな

ったことから、これらの会計処理を中心に改訂を行っておりま

す。 

本公開草案についてご意見がございましたら、平成 29 年４月

28 日（金）までに、下記に、電子メール又はＦＡＸ（できるだ

け電子メールでお寄せくださいますようお願いいたします。）に

よりお寄せください。 

― 

 

５．IT 関係（IT 委員会）  

特になし 

 

６．その他 

ＣＰＡ協会 

ＨＰ掲載日 
種類 タイトル 内  容 適用時期等 

２０１７年 

３月 1７日 

そ の

他 

改正「中小企業の

会計に関する指

針」の公表につい

て 

日本税理士会連合会、日本公認会計士協会、日本商工会議所及び

企業会計基準委員会の関係４団体が主体となって設置された「中

小企業の会計に関する指針作成検討委員会」（以下「委員会」と

いう。）は、「中小企業の会計に関する指針」（以下「中小会計

指針」という。）の見直しを行い、３月９日の委員会においてそ

－ 
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の公表が承認されましたので、本日、改正「中小企業の会計に関

する指針」を公表いたします。 

  関係４団体においては、我が国の経済の好循環を実現していく

ためには中小企業の果たす役割が重要であると認識しておりま

す。この点を踏まえ、中小会計指針を取引実態に合わせたより利

用しやすいものとするために、継続的に見直しを行っており、今

回の見直しもその一環です。これにより、中小企業における会計

の質の向上、ひいては持続的な経済社会の成長と経済基盤の整備

に貢献してまいりたいと考えておりますので、ご協力いただきま

すようお願い申し上げます。 

 今回の改正における改正点 

  今回の改正では、従来の中小会計指針第 89 項にあった「今後

の検討事項」（資産除去債務）への対応として、固定資産の項目

に新たに敷金に関する会計処理を明記しました（第 39 項）。 

  また、税効果会計については、平成 27 年 12 月 28 日に企業

会計基準委員会から企業会計基準適用指針第 26 号「繰延税金資

産の回収可能性に関する適用指針」が公表されたことに伴い、関

連項目の見直しを行いました。 

  各項目の改正の趣旨につきましては、プレスリリースをご参照

ください。 

2017 年 3 月

16 日 

実務

指針 

監査・保証実務委

員会実務指針第

63 号「諸税金に関

する会計処理及び

表示に係る監査上

の取扱い」の廃止

について 

日本公認会計士協会（監査・保証実務委員会）では、平成 29 年

１月 17 日に開催された常務理事会の承認を受けて、平成 29 年

３月 16 日付けで、監査・保証実務委員会実務指針第 63 号「諸

税金に関する会計処理及び表示に係る監査上の取扱い」を廃止い

たしましたのでお知らせいたします。 

― 
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Ⅱ．連絡広場 

ワンポイントメッセージ 

今回は、子ども・子育て支援新制度により施設型給付に移行した場合の会計士監査と会計処理の留意点に

ついて解説したいと思います。なお内容に関しては、内閣府から出されているハンドブックより抜粋してい

ます。なお当メッセージにおける記述のうち、特に出典の断りのない限り執筆者の私見であり、監査法人と

しての意見ではありませんことをお断りいたします。 

 

１．学校法人に関連する新制度の概要 

新制度では、「施設型給付」及び「地域型保育給付」を創設し、この 2つの給付制度に基づいて、従来バ

ラバラに行われていた認定こども園、幼稚園、保育所及び小規模保育等に対する財政支援の仕組みを共通化

しています。 

 

施設型給付に分類される 4 類型の主な特徴は以下になります。 

幼保連携型：教育と保育を提供する認可された単一施設（幼稚園でも保育所でもない）のタイプ 

幼稚園型：認可幼稚園が保育に欠ける子供のための保育時間を確保するなど、保育所的な機能を備えて認定

子ども園としての機能を果たすタイプ 

保育所型：認可保育所が保育に欠ける子供以外の子供も受け入れるなど、幼稚園的な機能を備えることで認

可子ども園としての機能を果たすタイプ 

地域裁量型：幼稚園・保育園いずれの認可もない地域の教育・保育施設が、認定子ども園として必要な機能

を果たすタイプ 
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施設型給付や地域型保育給付受ける場合の認定区分があり、そのポイントは下記のようになります。 

 

現行の幼稚園は、今後も私学助成を引き続き受けることも、又は上記新制度による「施設型給付」を選択す

ることも可能となっております。 

 

 

２．施設型給付を選択した幼稚園の会計士監査 

現在会計士監査を受けている幼稚園は、経常費補助（私学助成）を受けていることが前提となり、私学学

校振興助成法第 14条第 3 項に基づく監査を受けていることになります。 

従って施設型給付を選択した幼稚園や認定子ども園は、私学助成（一般補助）は無くなりますので、会計

士監査が不要となりますが、私学助成（特別補助）が一部残るケースにおいては、監査免除申請をしなけれ

ば会計士監査は義務として残ることになります。しかし施設型給付に移行しているので、平成 27年内閣府

告示第 49 号により施設型給付費に「外部監査費加算」が行われることになります。 

一方私学助成の一般補助及び特別補助が共に無い場合には、会計士監査は不要となりますが、公認会計士

又は監査法人の外部監査を任意で実施した場合には、上記同様に平成 27年内閣府告示第 49号により施設

型給付費に「外部監査費加算」が行われることになります。 

 

以上の内容を図で説明すると下記のようになります。 
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日本公認会計士東京会研修会資料 「学校法人における監査上の留意点について」

（学校法人特別委員会委員長 公認会計士 平塚 俊充）より抜粋 

 

 

３．会計処理 

施設型給付に移行した場合に想定される主な項目と表示科目を以下示しますので参考にして下さい。 

項目 大科目 小科目 備考 

検定料 手数料収入 入学検定料収入 従来通り。入学検定を行った年度で収

入計上。 

従来の入園料 手数料収入 入園受入準備費収入 入園やその準備、先行などに係る事務

手続等に要する費用の対価。入園手続

きを行った年度に収入計上 

学生生徒等納付金収入 特定保育料収入 教育・保育の対価。 

前受金処理（入園年度に収入計上）。 

基本負担額 学生生徒等納付金収入 基本保育料収入 国基準（上限）の範囲内で世帯所得等

に応じて市町村の定める額（基本保育

料）で毎月徴収するもの。 

施設型給付費 補助金収入 施設型給付費収入 施設型給付費は、施設の運営に標準的

に要する費用総額として設定される

「公定価格」から「利用者負担額」を
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控除した額。ただし、施設型給付費が、

法的には保護者に対する個人給付と

位置付けられるものであるという点

を重視して、所轄庁（都道府県知事）

の方針のもと、大科目を「学生生徒 等

納付金収入」として取り扱うことも可

能。 

 

４．「保育所の設置認可等について」の改正について 

平成 26 年 12 月 12 日に厚生労働省児童家庭局長から通知された「「保育所の設置認可等について」の

一部改正について（雇児発 1212 第 5 号）」によれば、学校法人が保育所を設置した場合、改正前は社会

福祉法人会計基準に基づく資金収支計算書等か資金収支分析表の作成及び提出義務が課されていましたが、

改正後は学校法人会計基準に基づく計算書類の他は、積立金・資産明細表を作成するのみとなりました。 

 

 

以 上 
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